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平成 30 年 12 月 25 日 

各県立学校長殿 

山形県教育委員会教育長    

山形県における運動部活動の在り方に関する方針の策定及び 

運動部活動の適切な運営等に係る取組みの徹底について（通知） 

県教育委員会では、「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」（平成 30 年３

月スポーツ庁）（以下「国のガイドライン」という。）を踏まえ、この度、生徒にとって望ま

しいスポーツ環境を構築するという観点に立ち、地域や学校の実態に応じて、運動部活動が

多様な形で最適に実施されるよう、標記方針（別添１及び２）を策定しました。 

中学校及び高等学校（特別支援学校中学部及び高等部を含む。以下「各学校」という。）

における運動部活動については、これまでも適切な指導をお願いしてきたところですが、各

学校における運動部活動が、生徒がスポーツに親しむ基盤として、今後も持続可能なものと

なるよう、特に下記の事項に十分留意の上、本方針に則り、適切な対応をお願いします。 

記 

１ 運動部活動の方針の策定等について 

各学校にあっては、「学校の運動部活動に係る活動方針」（以下「学校の方針」という。）

を平成 31 年度当初より方針に則って活動できるよう速やかに策定願います。 

なお、既にこうした学校の方針等がある場合には、本方針に則ったものとなるよう改め

て検討いただき、必要に応じて改訂願います。 

策定にあたっては、県教育委員会で書式例を作成しておりますので、必要に応じて御活

用願います。 

２ 運動部活動に係る活動計画等の作成及び公表について 

各学校においては、学校の方針及び年間の活動計画等について、学校のホームページに

掲載等により公表願います。 

なお、年間活動計画については、県教育委員会で書式例を作成しておりますので、必要



に応じて御活用願います。 

３ 本方針の適用状況に関するフォローアップについて 

スポーツ庁では、国のガイドラインの適用状況を把握するため、特に上記１及び２に関

し、定期的にフォローアップ調査を実施することとしていますが、併せて本方針及び学校

の方針の適用状況についても調査を実施いたしますので、御協力くださるようお願いしま

す。 

４ 教員の運動部活動への関与について 

「学校における働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業務改善及び勤

務時間管理等に係る取組の徹底について（平成３０年２月９日付け２９文科初第１４３７

号）」（別添３）を踏まえ、適切に対応するようお願いします。 

５ 文化部活動について 

本方針の趣旨の他、本方針中の「適切な運営のための体制整備」及び「適切な部活動の

運営」については、当面、文化部活動に関しても、文化部活動の特性を踏まえつつ、本方

針に準じた取扱いをしていただきますようお願いします。 

なお、文化庁において、「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン（仮称）」

の策定を進めておりますことを申し添えます。 

別添１ 山形県における運動部活動の在り方に関する方針 中学校・特別支援学校中学部編 

（平成 30 年 12 月県教育委員会） 

別添２ 山形県における運動部活動の在り方に関する方針 高等学校・特別支援学校高等部編 

（平成 30 年 12 月県教育委員会） 

別添３ 学校における働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業務改善及び勤

務時間管理等に係る取組の徹底について（平成３０年２月９日付け２９文科初第１４３７号） 
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